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見守りカメラ、ボイスレコーダー等の使用や設置について 

 

 

シッティング中の様子を、シッターの了解なく、見守りカメラ等にて、保護者の方が撮影する事が

あったため、今回のお知らせとなりました。 

ご利用者様の安心のために、ベビーシッター利用時に、見守りカメラやボイスレコーダー等の録

画、録音機器の設置をすることは問題ありませんが、ご利用の際は、下記のルールに則り、ベビーシ

ッターサービスのご利用をお願い致します。 

 

 

見守りカメラやレコーダー等を設置される場合は以下のルールを必ずお守りください。 

 

・事前に、見守りカメラやボイスレコーダー等を設置していることを当社に伝える。 

・新たに設置した場合も、都度、当社に伝える。 

・事前に、見守りカメラやボイスレコーダーなどを利用する旨を必ずシッターに伝える。 

・脱衣所や浴室、トイレが映る場所への設置は控える。 

・個人情報保護の為、見守りカメラやボイスレコーダーで記録された内容は、シッティング中のお子

様の様子を確認する目的のみに使用し、第三者へ流出させない。 

 

 

 

※上記ルールをお守りいただけない場合は、株式会社札幌シッターサービスのベビーシッ 

ターサービス利用を停止させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

※見守りカメラやボイスレコーダー等を設置する場合の購入設置代金はご利用者様自身の 

ご負担となります。 

 


